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韓国の非正規雇用労働者の実態と社会保障＊
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1．序論

　経済のグローバル化により労働市場の柔軟化が

進み，労働者間の不平等も世界的にさらに拡散し

ている（Emmenegger　et　al．，2012）。韓国の場合，

このような深刻な不平等の原因として，非正規雇

用労働が注目されている。このような韓国におけ

る不平等の深刻化は，韓国が日本や台湾，欧米の

ような自由主義市場経済国家であると同様に労

働者間の連帯を強調する中央集権化した団体交渉

や強力な最低賃金規制が欠如した国だからであ

る。これらの国の政府は，費用節減のために最小

限の正規雇用労働者を雇用し，非正規雇用労働

者には適切な保護を提供していない（Kalleberg

2012）。

　通常，臨時・日雇い雇用を意味する非正規雇用

は，韓国では昔から存在していた。しかし，この

ような雇用形態が本格的に問題視されるように

なったのは，1997年の経済危機以降である。これ

を規制するための初めての試みが，2007年7月1日

に施行された非正規職保護法Dであった。非正規

職保護法は，2年以上常用的に雇用されている非

正規労働者を正規雇用に転換することを定めてい

る。これによって非正規雇用の乱用を防止し，期

間制および派遣労働に対する差別的処遇を是正す

るために制定された。しかし，この法の効果に関

する評価は否定的である。企業が超短期契約の活

用，外注化，解雇によって，非正規職保護法に依
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1）非正規職保護法は，「期間制および短時間労働者保護などに関する法律」，「派遣労働者保護などに関する法律」，そして

　「労働委員会法」から構成されている。

る正規雇用転換効果を無力化しており，むしろ，

より劣悪な雇用条件で働く労働者が拡大している

からである。実際に2006年に非正規職保護法が国

会を通過した後，労働市場における非正規の雇用

形態はより多様化している。非正規労働が拡大し

ない代わりに，非正規雇用の中で派遣，請負など

の間接雇用労働者が増加しているのである（キ

ム・ソンフン，2011）。これは非正規雇用の中で

も，より賃金が低く，きちんと法・制度の保護を

受けることができない不安定雇用の拡散という新

しい問題を提起している。

　したがって今や，非正規労働者の雇用および社

会保障の実態に関する，より細分化された分析が

必要である。本稿では，韓国労働市場のこのよう

な変化を把握するために，次のような二つの分析

をおこなう。一つ目は，多様化した非正規雇用の

類型別賃金と労働条件を含めた，社会保障の実態

を把握する。現在，韓国の非正規労働者に関する

統計は，政府案と労働界案の二つに分かれてい

る。本稿は，非正規労働者の統計をめぐる論争を

より正確な実態比較に基づいて解消することを試

みる。二つ目は，持続的に拡大しているが，期間

制非正規労働者と比べて相対的に注目されてこな

かったが，持続的に拡大している非典型非正規労

働者の劣悪な雇用の特性を調査する。間接雇用

と特殊雇用は，位階的で集合的な既存のフォー

ディズム時代の雇用契約の根幹を揺るがすという
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特性を持つ（Supioし1999）。このような雇用形態

は，使用者が雇用に対する規制と費用の最小化を

意図して始めたものであり，労働法と社会保障法

による労働者の社会権の保障を大きく制約してい

る（Deaki瓦2002）。本稿は，次第に多様化して

いる，非正規労働者の社会権をきちんと保障でき

る，新しい労働福祉モデルを議論するための探索

的な作業としての意味をもつ。

∬．先行研究の検討

1．非正規労働者の規模

　非正規労働者が急増した1990年代後半の最重要

課題は，非正規労働者の規模を正確に把握するこ

とであった。2000年以前までは，韓国の非正規労

働者数は，『経済活動人口調査』の従業上地位か

ら常用労働者を除外した，臨時職と日雇い雇用を

単に合計して算出されていた。この方法では，派

遣や請負，家内労働などの多様な形態の非正規雇

用を総合的に考慮することができない（キム・

ユソン，2001）。それだけでなく，統計庁が『経

済活動人口調査』で使用している定義と，労働部

の事業体調査で使用される定義が異なり，正確な

非正規労働者の規模を把握するのが難しい状況で

あった。統計庁と労働部間の最も重要な違いは，

統計庁が常用労働者を「期限の定めのない雇用契

約を結んだ者」とみなしているのに対し，労働部

は「1か月以上の期間を定め雇用されている者」

もそれに含めた点である。統計庁の資料による

と，臨時職および日雇い雇用として測定された非

正規労働者の割合は，1999年後半から50％を超え

た（イ・ジュヒ，チャン・ジヨン，1999）。

　このような問題を解決するために，統計庁は

2000年8月から，従業上の地位以外に多様な非正

規雇用の規模を把握することができる『経済活動

人口調査付加調査』をおこなってきた。『付加調

査』は，非正規雇用を分類するために，雇用契約

期間と労働時間，単一の使用者かどうか，労働契

約形態などの様々な次元を考慮した設問内容を含

んでいる（Shin，2013）。しかし，新しく始められ

た『付加調査』は，非正規労働者の規模に関する

新しい論争を引き起こした。同年8月の資料分析

の結果として，労働部の委託研究をおこなった韓

国労働経済学会は，非正規労働者を全賃金労働者

の264％としたのに対し，労働界の意見を反映さ

せた韓国労働社会研究所のキム・ユソンは，同割

合を5＆4％（キム・ユソン，2001）と発表したた

めである。キム・ユソンはこの違いを，韓国労働

経済学会が，従業上の地位では臨時職　日雇いに

該当するが，現在の職場で1年以上働くことがで

きる「長期臨時職労働者」約367万人を，非正規

労働者ではなく正規労働者として分類したためで

あることを明らかにした（キム・ユソン，2001）。

政府および経済学者は，臨時職または日雇い労働

者を全て非正規に含めることで，非正規労働者の

規模を過度に拡大して推定させると主張してい

る。これに対し労働界の立場は，実質的に労働内

容が非正規雇用である多様な脆弱労働者層全て

を包括して非正規労働者の規模を推定しなけれ

ばならないというものである（イ・チャンスン，

2007）。

　政府と労働界の意見の不一致は，非正規雇用の

中の臨時職労働者と関連している。本稿では労働

界の意見を取り入れ，従業上の地位で臨時職日

雇いと分類される，多数の長期臨時職労働者を包

括した非正規雇用の定義を採用する。政府は，臨

時職労働者の定義を，労働期間を定めて契約した

期間制雇用とし，継続して同じ職場で働いていて

も再契約の繰り返しや更新される場合，そして雇

用契約期間を定めてはいないが，非自発的な理由

で継続的な労働ができない場合に限定した。しか
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し本稿では，すでに一次的に臨時職　日雇い労働

者に分類された場合であれば，退職や離職家族

の扶養や健康上の問題などの非自発的な理由だけ

ではなく，自発的な理由で継続した勤務ができな

い場合も臨時職に含めた。そして，臨時職や非典

型，時間制などに分類されてなくても，従業上の

地位で臨時職　日雇い労働者に該当するなら，非

正規労働者として，臨時職と類似した残余的カ

テゴリーに含めて分析した2）。非典型労働を，派

遣，請負，特殊雇用，家内労働，日雇い労働に分

類した点，そして時間制労働を週36時間未満しか

働かない労働者とした点は，政府案と同一であ

る。

　韓国労働研究院の韓国労働パネル資料を分析し

たイ・チャンスンの研究によると，臨時職労働者

は常用労働者と比べて，所得，労働時間，職業な

ど全ての側面において不安定で脆弱な立場にある

ことが明らかになった。特に非正規労働者の中

でも，下位職になるほど女性の比率が非常に高

い性分節的な特性がみられた（イ・チャンスン，

2007）。本稿でも，非正規労働者の下位類型別，

性別賃金および労働条件，さらに社会保障格差に

焦点を合わせて，女性の非正規労働者化がどのく

らい深刻であるかを調査し，男女間格差について

も考察したい。

2．非典型労働の拡散と非正規労働者の雇用の質

悪化の諸次元

　低賃金と社会保障からの排除は，非正規労働者

の代表的な劣悪な雇用の特徴である（Kalleberg

et　aL　2000）。　McGovernらは，この特徴に加え

て，非正規労働者が昇進の可能性も低い状態で

働いていることを明らかにしている（McGovern

et　aL，2004）。このような欧米での研究と類似し

た問題意識を持つイ・シギュンは，韓国の非正規

労働者もまたその他の要因を統制した後でも，正

規労働者より劣悪な労働環境にあることを明らか

にした。また，雇用不安，労組の有無，そして職

業の熟練水準が，非正規労働者の劣悪な雇用特性

に大きく寄与する要因であることを明らかにした

（イ・シギュン，2006）。

　臨時職などの非正規形態の雇用が貧困の危険を

高めるという点も，やはり国内外で確認されてい

る（Lancker，2012；イ・ビョンヒ，2008）。また，

非正規労働者は自分自身に対する差恥心が強く，

さらに，社会から排除される可能性が高く（Bujol

and　Fournier，2008），このような職務経験が烙印

となって作用し，その後の経歴形成に悪影響を与

えることもある。2005年の日本の社会階層と移動

に関する資料分析をおこなったYuは，非正規雇

用に従事することが，失業よりもさらに個人の経

歴に悪影響を与えるということを明らかにした

（Yu　2012）。

　最近では，非正規労働者の条件をさらに悪化さ

せる「労働の非公式化」の傾向として，派遣や請

負などの間接雇用と特殊雇用の問題点に注目する

研究が増えている（Arnold　and　Bongiovi，2013）。

韓国の場合，既に述べたように，臨時職のような

短期間労働の非正規労働者が金融危機以降に問題

となったのに対し，間接雇用と特殊雇用などの非

典型非正規労働者は，2007年の非正規職保護法の

意図されざる効果として次第に増加している。こ

のような雇用は，唯一の使用者に直接雇用される

非正規労働者よりさらにひどい危険にさらされて

いるという点で，特別に注目すべきである。

　アメリカを対象とした研究によると，間接雇用

2）このような分類方式は，労働界の意見を代弁してきた韓国労働社会研究所の方式と正確には一致していないが，従業上

　の地位で臨時職，日雇い労働者に該当する労働者を非正規労働者とするという趣旨は一致している。
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と請負などの特殊雇用労働者は，使用者の教育訓

練回避によって，さらに多くの事故に遭っている

（Kalleberg　2000）。このような使用者の保護回避

は，結局は低い信頼と低い仕事への集中度によ

り，さらにひどい悪循環を引き起こしうる。アメ

リカの使用者の1／3以上は，付加給与や失業保険

など，使用者としての義務を回避するために，実

際には単一の使用者の下で働いている実質的労働

者を，独立請負業者と不適切に分類している。独

立請負業者は，アメリカで規模が増加している唯

一の非正規労働者集団である。現在は高学歴，高

賃金の職場で働いているケースもあるが，窮極的

にはこの非保護状態が労働市場の大きな問題とし

て登場する可能性もある（Shaefer，2010）。韓国

でも文化産業分野では，フリーランスと言われる

独立請負業者が多い。とくに放送局では，非正規

職保護法の施行以降，これらの独立請負業者とし

ての地位を強化しようとしているという。これに

対する対応として，労働者として認定されようと

する請負業者の要求が増加している。しかし，問

題は，裁判所がその権利を認定していないという

ことである（ソ・ドンジン，2012）

　Kallebergは，1970年代以降のアメリカで進行

した，労働市場の柔軟化によって可視化された

非典型労働の実態を，市場に媒介された，ある

いは開放された雇用関係と表現した（Kalleberg

2011）。このような労働は，労働組合や強力な内

部労働市場により規制された，制度的に保護さ

れた雇用とは大きく異なる。非正規労働者の雇

用関係では，雇用の安定が高い組織統合度とト

レード・オフの関係にある労働者と使用者間の

心理的契約が断絶され，このことは，第2次世

界大戦以降，暗黙的に維持されてきた戦後妥協

（postwar　settlement）を破壊した。このような

雇用関係には，三つの主要な特徴があり，それを

要約すると，第一は，雇用関係が徐々に不安定

（precarious）になっているという点である。こ

れは，雇用関係の最も核心的な特徴である。第二

は，不確実性が高まることで，使用者と労働者の

双方が将来の計画を立てることが難しくなってい

るという点である。最後は，使用者から労働者に

危険負担が移転されているという点である。以前

は使用者が負担していた雇用関係における責任と

危険性が，現在は労働者に過重に負荷されてい

る。

　Voskoは，より具体的に，労働市場の不安定性

を測定する指標を四つに分けて分析している。そ

れは雇用契約の持続性や労働規制の効果，労働条

件，賃金，労働強度などに対する統制力，労働所

得だけでなく，政府移転所得，使用者が提供する

福利厚生などを含む所得水準の適切性などであ

る（Vosko，2010）。このような先行研究は，劣悪

な雇用の問題を，単に賃金と労働条件を超えて，

労働者が直面する危険と不確実性まで包括すべき

であるということを示唆している。本研究は，こ

のような流れに沿って，韓国の非典型非正規雇用

の特徴を，不安定性と低所得，労働過程の不確実

性，使用者の危険負担転嫁に分けて，具体的な実

態分析をおこなう。

皿．非正規労働者の類型別雇用の実態

1．非正規労働者の規模の推移

　韓国統計庁が2000年8月に経済活動人口付加調

査を開始する以前には，経済活動人口調査の従業

上の地位である常用，臨時職　日雇い雇用の分類

だけで非正規雇用の規模を把握していた。⊂図1］

では，1989年以降同じカテゴリーに分類されて

いた常用労働者と臨時職が分離され，報告される

ようになった1989年から2012年までの各雇用形態

の構成比の推移を示したものである。1990年代後
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［図1］賃金労働者の従業上の地位別構成比の推移
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半の金融危機を契機にして常用労働者が50％以下

に減少し，臨時職と日雇いが大幅に増加した。そ

の後，常用労働者の割合は少しずつ継続的に増加

し，2012年には62．7％にまで達した。

　より詳細な，非正規雇用内の下位カテゴリーに

関する情報を盛り込んだ，統計庁の経済活動人口

付加調査開始以降，正規労働者の規模は過去10年

間66％前後にとどまっている（〈表1＞参照）。

しかし従業上の地位の臨時職　日雇いに該当する

労働者を非正規労働者として分析した修正案で

は，正規労働者の割合は過去10年間持続的に上昇

しているにも関わらず，50％をわずかに越えた水

準にすぎない。非典型非正規雇用の下位カテゴ

リー別の統計は，政府と労働界は同一である。修

正案によると，非正規労働者の割合はわずかに下

落したのにも関わらず，その割合はほとんど変化

がない。しかし，その中でもとくに派遣と請負労

働の割合は，継続して増加している。日雇い労働

も5％内外でまったく減少していない。その反面，

特殊雇用と家内労働の割合は減少傾向にある。

　では，臨時職に関する政府と労働界の統計のう

ち，どちらがより正確に現実を反映しているのだ

ろうか？　その答えは，＜表2＞に示された，賃

金労働者の雇用形態別の学歴及び企業規模の平均

値，そして労組組織率によって一次的に推定する

ことができる。従業上の地位で臨時職　日雇い労

働に該当し，その他の非正規労働者のカテゴリー

に属していなかった労働者の学歴レベルは，3．21

である。これはカテゴリー型連続変数で統制され

た学歴水準の正規労働者平均4．18はもちろん，非

正規労働者の平均値である334にも満たない数値

である。さらにこれは，非正規労働者の中で臨時

職の平均値の3．54よりも低く，非典型非正規労働

者の中で派遣労働の学力平均値（3、20）と同一レ

ベルである。

　また，これらの残余臨時職は，企業規模別でも

やはりカテゴリー型連続変数で統制され，正規労

働者の企業規模平均値379に大きく満たず，非正

規労働者平均値である2．51にも満たない，191に

過ぎない。これは，臨時職の平均である3D2にも

大きく満たない。さらに，家内労働と日雇い労働

を除いた，大部分の非典型非正規労働が属する企
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業規模の平均にも満たない低いレベルである。残

余臨時職の労組組織率は1．1％に過ぎないが，こ

れは正規労働者の平均21．2％と比べて大きな差が

あり，非正規労働者の平均24％よりも低いレベ

ルである。つまり，これら残余臨時職は，絶対多

数が5～9人を雇用する小規模零細企業に雇用され

ている労働者であり，学歴上は正規労働者よりは

非典型非正規労働者と類似した特性をより多く共

有している。さらに，ほとんど労働組合に組織さ

れていない。

　またく表2＞では，雇用形態別だけではなく男

女別の人口社会学的特性も把握することができ

る。学歴レベルと雇用される企業規模，労組組織

率の三つの次元全てにおいて，女性は男性より数

値が低いことが確認できる。非典型非正規労働者

に占める割合の低い家内労働を除き，非典型非正

規労働者では，請負と日雇い労働者が最も年齢が

高く，学歴レベルが低い下位集団である。この二

つの雇用形態に従事する女性は，男性との学歴格

差がかなり大きい。その反面，非典型非正規労働

者の中で特殊雇用は，学歴水準が非正規労働者全

体の平均より高く，男女間の学歴格差も小さい。

従事する企業規模上の男女間格差が逆転し，男性

よりも女性が従事する企業規模が大きい唯一の雇

用形態である。

＜表1＞賃金労働者の雇用形態別労働者の割合の推移1）
単位：割合／千人

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

正規 72．6 67．4 63．0 63．4 64．5 64．1 66．2 65．1 66．7 65．8 66．7 67．4

政
府 非正規 27．4 32．6 37．0 36．6 35．5 359 33．8 34．9 33．3 34．2 33．3 32．6

臨時 14．7 21．3 24．7 24．2 23．6 22．3 20．4 21．3 19．2 19．7 19．2 18．8

正規 43．1 43．7 41．7 42．8 43．3 43．6 46．6 47．5 48．5 49．4 51．4 53．3

非正規 56．9 56．3 58．3 57．2 56．7 56．4 53．4 52．5 51．5 50．6 48．6 46．7修
正
案 残余臨時 28．3 22．1 19．4 18．3 19．6 18．7 18．0 16．3 169 15ユ 14．2 13．3

臨時 16．4 23．5 27．4 27．3 26．0 24．9 23．0 23．5 21．5 21．7 21．1 20．4

共通

非典型

　派遣

　請負

　特殊雇用

　家内労働

　　日雇い

12．4

0．7

2．4

5．5

1．7

2．9

11．9

0．7

2．4

4．2

1．2

4．2

13．4

0．8

2．8

4．9

1．2

4．6

12．7

0．8

2．9

4．2

0．9

4．8

12．6

0．9

3．2

4．0

1．1

4．3

13．9

1．1

3．7

4．0

0．8

5．3

13．3

0．9

4．0

3．7

0．4

5．1

13．9

1．0

3．8

3．9

0．6

5．4

13．4

1．2

3．6

3．5

0．4

5．1

13．9

1．1

38
3．5

0．4

5．5

129
1．2

3．8

3．1

0．4

4．9

12．1

1．1

3．5

3．0

0．4

4．5

時間制 5．8 6．6 7．4 7．0 7．4 7．6 7．6 8．7 9．5 9．7 10．3 10．3

全体賃金労働者数11 14ρ30114，14gl14，584 14，968115，351115，銘2 16，103 16，479117，048117，510117，734118，240

注1：統計庁で発表された政府の統計と本研究で提案する修正案を比較提示した。非正規労働者は臨時職（修正案は残余臨

　　時職を含む），派遣，請負などの非典型労働，そして時間制の3つの類型で構成されており，類型別の重複（臨時職で

　　あると同時に非典型労働者など）が存在するため，これらの合計が非正規労働者の全体数とは一致しない。但し，非

　　正規労働者の全体数はこれらの重複を除いた数値である。

資料：韓国統計庁『経済活動人口調査　労働形態別付加調査』rawdata各年度8月
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＜表2＞賃金労働者雇用形態別，男女形態別人ロ社会学的特性（2013年）

年齢（平均） 学歴レベル1） （平均） 企業規模2） （平均） 労組組織率 （％）

男性　女性 全体 男性 女性 全体 男性 女性 全体 男性 女性 全体

正規 41，03　3901 40．26 411 377 3．98 3．64 3．04 3．41 19．80 12．40 1700
政
府 非正規 4504　4443 44．71 352 328 339 284 2．64 273 3go 2．10 300

臨時 45。12　43．89 44．48 370 3．34 3．51 328 296 a11 5．50 3．40 4．40

正規 41．12　3708 39．76 424 4．07 418 392 353 379 23．10 1740 21．20

修 非正規 43．68　44．18 4395 349 321 334 2．62 241 251 3．30 1β0 240
正
案 残余臨時 40．81　4374 42．39 3．40 3．04 a21 2．11 189 1．99 1．90 α40 UO

臨時 44．19　4a37 4376 3．73 336 3．54 3．19 2．87 3．02 510 310 410

共
通

非典型

　派遣

　請負

　特殊雇用

　家内労働

　日雇い

4892　4976
46．13　45．14

52，30　53．83

42．43　45．88

55．77　4＆19

4a25　5356

49．31

45．54

52．94

44．71

48．80

50．55

304

a45

306

a81

289

271

2．80

304
2．21

3．52

290
2．23

293

320

270

362

289

256

233
2．75

2．74

2．75

223
1．83

2．50

253

2．57

3．19

130

1．58

241

262
2．67

3．04

1．37

176

180

aoO

400

αoo

18．50

αoo

1．10

αgo

3．70

αoo

αoo

O．00

1．50

300

3．90

0．00

1．50

αoo

時間制
　阜
44．06　4ao2 4547 361 319 3．31 2．17 2．13 2．14 080 0．60 0．70

注1：学歴レベルは，無学0，小学校1，中学校2，高校3，専門大学4，大学5，大学院（修士）6，大学院（博士）7
　　　と表記したカテゴリー型連続変数の平均値。

注2：企業規模は，1～4人を1，5～9人を2，10～29人を3，30～99人を4，100～299人を5，300～499人を6，500人以上

　　　を7と表記したカテゴリー型連続変数の平均値。

資料：韓国統計庁「経済活動人口調査勤労形態別付加調査」rawdata，2013年8月

　＜表3＞は，非自発的な理由で働いている賃金

労働者が，雇用形態別にどのような違いがあるの

かを示す，2006年から2013年までのデータであ

る。この項目は2006年から追加されたため，2000

年代初めの資料は存在しない。この表も政府案よ

り修正案が，現実をよく反映した雇用形態区分で

あることを明確に示している。この二つの案で

は，非自発的な理由で現在の仕事を選択している

割合は，正規労働者より非正規労働者が圧倒的に

高かった。修正案では，この格差がより激しく表

われる。残余臨時職の場合，2013年では非正規労

働者の平均である54．9％より10ポイント近く高い

62β％が，非自発的な理由で働いていることが示

されている。これは非典型平均である63β％と類

似したレベルである。

　またこの表は，非自発的な理由によって現在の

雇用形態を選択したと答えた非正規労働者の割合

が，2008年の経済危機を起点として急激に上昇し

ていることを示している。このような傾向は，と

くに派遣と請負労働でより明確に示されている。

非自発的な理由の中で最も多い回答は，今すぐに

収入が必要であるため現在の仕事を選択したとい

うものである。非典型非正規労働者の中で，非自

発的な理由で現在の仕事をしている割合が最も高

い下位雇用形態は日雇い労働であり，10人中約9

人に近い労働者がそう答えている。
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＜表3＞非自発的な理由で働く賃金労働者の雇用形態別割合の推移
単位：％／千人

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
正規 22．4 21．0 27．4 23．0 24．7 23．9 22．8 23．4

政
府 非正規 48．5 46．2 59．8 57．3 54．5 52．4 51．0 51．2

臨時 42．7 38．6 50．5 51．2 47．2 44．9 43．8 44．9

正規 7．2 5．4 1．7 6．1 9．8 10．9 10．6 12．8

非正規 50．4 49．1 70．3 61．1 58．1 559 54．9 549修
正
案 残余臨時 52．3 53．1 88．2 67．6 64．0 62．3 63．2 62．6

臨時 44．6 41．3 54．3 53．1 49．4 46．9 458 46．2

共
通

非典型

　　派遣

　　請負

　　特殊雇用

　　家内労働

　　日雇い

62．9

41．6

53．3

48．5

65．4

91．7

59．9

34．8

48．9

43．0

58．6

89．3

73．1

44．3

56．2

73．3

81．8

93．4

67．1

36．2

58．1

5＆3

61．1

88．7

63．9

37．6

58．0

45．6

56．4

88．0

64．6

43．4

56．4

45．9

57．9

879

62．7

39．8

57．5

45．6

61．9

85．1

63．6

46．6

57．1

47．0

57．5

86．6

時間制 52．9 51．9 67．7 62．0 60．5 55．3 56．0 55．6

賃金労働者全体　　　15，351　　15β82　　1α103 16，479 17，048 17，510 17，734 18，240

資料：韓国統計庁「経済活動人口調査　勤労形態別付加調査」rawdata各年度8月

2．非正規労働者の賃金と労働条件の実態

　では，非正規労働者の賃金と労働条件は，どの

ように変化しているのか。＜表4＞で示した賃金

労働者の雇用形態別月平均賃金の推移は，政府案

よりも修正案がより現実的な非正規労働者分類で

あることを確定的に見せている。2013年修正案の

残余臨時職の月平均賃金額146．3万ウォンは，修

正案の正規労働者の平均283．5万ウォンはもちろ

ん，政府案の正規労働者の平均254．6万ウォンと

比べても著しく低く，非正規労働者の平均143．5

万ウォンとほぼ同水準である。これはまた，政府

案の臨時職平均の160．2万ウォンよりは，非典型

非正規労働者の平均141．2万ウォンにより近い金

額である。

　非正規労働者と正規労働者の賃金格差は，少し

ずつ拡大し続ける傾向がみられる。2013年修正案

基準の非正規労働者の中でもっとも高い月平均

所得を得ている下位雇用形態は特殊雇用であり，

180．1万ウォンであった。その反面，家内労働と

時間制労働者を除いて最も低い所得水準である下

位雇用形態は，121，1万ウォンの日雇い労働であ

り，請負も平均値よりかなり低い135．4万ウォン

にすぎない。
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＜表4＞賃金労働者の雇用形態別月平均賃金の変化推移
単位：万ウォン／千人

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
正規 145．6 167．8 117．1 184．6 190．8 200．9 212．7 220．1 229．4 238．8 246．0 254．6

政
府 非正規 97．7 102．8 115．2 115．6 119．8 127．6 129．6 120．2 125．8 134．8 139．3 142．8

臨時 103．9 109．2 123．2 124．0 131．3 144．0 145．8 130．1 140．0 150．2 156．7 160．2

正規 179．0 201．6 211．8 219．9 227．0 239．7 250．7 255．3 265．9 272．8 277．4 283．5

非正規 97．2 104．0 113．0 113．9 118．8 124ユ 127．1 121．8 127．9 135．3 139．7 143．5修
正
案 残余臨時 97．5 106．6 110．4 112．9 118．5 119．6 1248 126ユ 1328 138．0 142．1 146．3

臨時 100．7 106．8 119．8 119．4 127．4 138．2 139．2 126．3 135．2 145．1 151．5 155．2

共
通

非典型

　　派遣

　　請負

　　特殊雇用

　　家内労働

　　日雇い

97．5

114．8

86．2

119．8

53．0

78．9

97．6

110．4

87．1

127．2

41．2

80．6

106．8

127．2

922

139．1

56．4

83．7

108．1

131．6

94．8

142．2

56．7

86．0

104．6

126．1

93．3

132．2

59．6

87．3

111．2

134．1

102．4

142．2

56．8

89．2

119．7

147．3

108．3

155．3

48．7

98．3

119．1

14L4

111．1

152．9

60．0

95．3

124．9

141．O

l17．5

163．0

43．5

104．0

132．1

152．4

122．4

179．2

52．0

105．5

138．2

162．0

126．4

181．3

66．3

115．2

141．2

1499

135．4

180．1

60．7

121ユ

時間制 49．9 49．9 53．9 52．2 55．1 56．1 57．4 53．5 565 60．4 60．8 65．4

賃金労働者全体　ll　14，030114，149114，584114，968115，351115，882116，103116，479117，04817，51017，734118，2401 1

資料：韓国統計庁「経済活動人口調査　勤労形態別付加調査」rawdata，各年度8月

　＜表5＞では，正規労働者の平均賃金を100と

した時の雇用形態別，男女別賃金比の推移を示し

ている。2013年の非正規労働者は，正規労働者に

比べて，賃金比は50．6にすぎなかった。全ての非

正規雇用類型で共通している点は，対正規労働者

の相対的賃金比が過去10年間で継続して下落傾向

にあることである。2002年の56．3から2013年には

54，7に下落した臨時職に比べて，非典型非正規労

働者の賃金比は，同期間54．5から49．8に下落した。

このような相対的賃金比の下落は，64．2から52．9

まで急落した派遣労働者で最も顕著である。賃金

比が最も低い非正規雇用の下位雇用形態は，家内

労働と時間制，そして請負と日雇い労働であっ

た。

　請負労働者の場合，2002年の48．2から2013年に

は47Bとわずかに下落し，賃金比の変化がほとん

どみられないが，この平均値は重要な性別格差を

表わすことはできない。男性の請負労働者の場

合，相対的な賃金比が54．5と，非典型非正規労働

者の平均賃金比より高いが，女性の請負労働者は

38．3で，男性と大きな格差を見せている。実際に

請負労働者以外にも，正規労働者と非正規労働者

全てで，男女間の賃金比の格差が大きく拡大して

いる。これは非正規労働者の中でも，女性の労働

条件がさらに急激に悪化していることを示唆して

いる。特殊雇用の賃金比が他の非典型非正規労働

者と比べて高い理由は，この項目に相対的に高所

得である請負型専門職の自営業者も含まれている

ためである。たとえ，特殊雇用に従事している女

性労働者の賃金が男性より相対的に低くても，特

殊雇用労働者だけが，過去10年間の正規労働者の

平均賃金との相対的賃金比を少しではあるが縮小

することができた。しかしながら，この場合，高

学歴の女性が正規労働者の雇用を得ることができ

ずに，特殊雇用労働者として労働市場に参入して

いるという可能性も考えられる。
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＜表5＞修正案基準，賃金労働者の雇用形態別，男女別賃金比1）の変化の推移
単位：割合／千人

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
正規（月平均
賃金）

179 201．6 211．8 220 227 239．7 250．7 255．3 265．9 2728 277．5 283．5

男性

女性

110．9

72．7

110．4

73．6

110．4

75．0

110．3

75．2

110．5

75．5

111．5

74．1

111．6

74．0

110．8

75．0

111．8

74．2

112．3

74．0

112．5

74．9

ll2．4

75．7

非正規 54．3 51．6 53．4 51．8 52．3 51．8 50．7 47．7 48．1 49．6 50．4 50．6

男性

女性

65．4

43．5

62．9

40．9

65．5

41．6

63．3

41．0

63．3

419

63．0

408

60．5

41．4

57．7

38．9

58．2

39．2

60．5

40．0

61．9

402

62．3

40．5

残余臨時 54．5 52．9 52．1 51．4 52．2 49．9 49．8 49．4 499 50．6 51．2 51．6

男性

女性

642
45．7

63．4

43．7

61．7

43．6

61．6

42．5

61．9

43．5

59．4

41．7

58．4

42．2

57．8

42．1

58．8

42．1

60．0

42．2

602
43．3

61．2

43．4

臨時 56．3 53．0 56．6 54．3 56．1 57．6 55．5 49．5 50．8 53．2 54．6 54．7

男性

女性

68．3

41．3

65．7

39．4

70．3

41．6

67．9

40．5

69．3

41．8

71．2

42．1

679
42．6

61．0

38．7

63．1

398

66．5

41ユ

67．9

41．9

68．1

42．6

非典型 54．5 48．4 50．4 49．1 46．1 46．4 47．7 46．6 47．0 48．4 49．8 49．8

男性

女性

65．4

44．1

56．9

40．2

59．6

41．3

56．0

42．1

50．5

42．0

51．1

41．3

519
43．2

52．9

40．2

52．3

40．9

54．5

4L9

57．0

41．9

56．6

42．0

派遣 64．2 548 60．0 59．8 55．5 56．0 58．8 55．4 53．0 55．9 58．4 52．9

修

正

案

男性

女性

78．1

51．1

68．7

44．7

76．6

46．2

82．7

46．7

60．6

50．5

69．2

44．0

74．0

45．8

708
43．5

64．4

42．0

75．7

38．4

78．6

40．4

69．2

42．1

請負 48．2 43．2 43．6 43．1 41．1 42．7 43．2 43．5 44．2 449 45．6 47．8

男性

女性

55．4

36．1

49．3

34．4

49．7

35．1

48．8

35．5

45．3

36．2

47．6

36．1

48．2

36．5

49．5

36．1

50．5

36．5

50．3

38．0

52．0

37．9

54．5

38．3

特殊雇用 66．9 63．1 65．7 64．7 58．2 59．3 62．0 59．9 61．3 65．7 65．4 63．5

男性

女性

78．4

58．3

75．6

55．4

74．6

58．8

74．3

588

63．0

56．2

62．8

57．6

66．4

60．0

68．9

55．7

69．3

57．4

74．5

61．5

72．0

61．9

71．2

59．6

家内労働 29．6 20．4 26．6 258 26．3 23．7 19．4 23．5 16．4 19．1 23．9 21．4

男性

女性

57．6

22．8

45．9

17．3

53．1

22．4

45．5

23．6

52．9

23．8

44．3

18．7

28．5

18．3

57．7

18．6

24．1

15．6

32．3

17．3

54．8

18．9

45．1

19．4

日雇い 44．1 40．0 39．5 39．1 38．5 37．2 39．2 37．3 39．1 38．7 41．5 42．7

男性

女性

54．6

25．5

47．9

25．4

50．3

23．7

47．2

24．1

45．7

24．7

44．7

229

46．0

27．9

45．7

2L8

45．7

24．0

46．9

23．3

50．1

24．3

50．9

23．7

時間制 27．9 24．8 25．5 23．8 24．3 23．4 22．9 21．0 21．2 22．2 21．9 23．1

男性

女性

36．3

24．6

27．9

23．7

31．4

23．4

28．3

21．9

28．8

22．3

26．3

22．1

25．8

21．6

22．4

20．5

22．9

20．6

23．6

21．6

24．1

21．1

25．7

22．0

賃金労働者全体　114，03014，14914，584114，9681 1 15，351115，882116，103116，479117，048117，510 17，734118，240

注1：正規雇用平均賃金を100とした時の相対的賃金比

資料：韓国統計庁「経済活動人口調査　勤労形態別付加調査」rawdata，各年度8月

　＜表6＞とく表7＞は，2013年を基準とした，

非正規労働者の社会保険未加入者の割合と企業内

福祉の未適用者の割合を示している。全国民を対

象として普遍的に適用される健康保険を除いた，

国民年金と雇用保険の場合，正規労働者の未加入

者の割合は微々たるものである。これに対し，非

正規労働者の半数以上がその恩恵を受けられない

状態にあることがわかる。とくに残余臨時職の未

加入者の割合は，非正規労働者の平均よりも高

く，国民年金は約60％，雇用保険は約73％が未加

入である。また，これらの大半が退職金や時間外

手当，有給休暇ももらえない。残余臨時職は，派
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遣労働者や請負労働者よりもさらに保護を受けら

れないでいる。派遣や請負労働者の場合，他の非

正規労働者の雇用形態と比べて，社会保険の加入

率と職場内の福祉水準が相対的に高い。公的，私

的すべての福祉の恩恵からもっとも除外されてい

る集団は，日雇い労働者である。もっとも劣悪な

職場環境に属する日雇い労働者を除いて，福祉水

準がもっとも低い雇用形態は特殊雇用であり，社

会保険にほとんど加入できていない。退職金や時

間外手当も適用されていないことが明らかになっ

た。

＜表6＞賃金労働者の雇用形態別，男女別社会保険未加入者の割合（2013年）
単位：％

国民年金 健康保険 雇用保険n

男性 女性 全体 男性 女性 全体 男性 女性 全体

正規 11．2 20．9 14．9 α4 1．1 α7 13．3 238 173
政
府 非正規 4a3 51．7 49．2 23 25 24 53．3 578 557

臨時 362 378 37．0 1．6 a2 19 33．7 38．6 3a2

正規 35 1．5 28 α0 0．0 α0 30 1．7 26
修 非正規 4＆4 56．3 526 24 29 27 5＆1 63．4 60．9

正
案 残余臨時 51．9 66．5 59．8 23 39 31 6＆6 7α2 72．7

臨時 394 412 4α4 2D 2．3 22 37．4 42．3 40．0

共通

非典型

　派遣

　請負

　特殊雇用

　家内労働

　日雇い

550

2a2

44β

518

7α7

677

572

33D

394

59．3

73．0

85．7

56．0

3α3

424

568

728
73．1

25
0．0

α3

α3

54

50

2．1

25
α6

12

45
3．7

23
1．5

0．5

α9

46

46

70．0

232
33．6

943
59．1

945

7α6

329

296
94．4

85．0

993

70．3

29．0

32．0

94．4

829

960

時間制 80．1 75．8 77ρ 38 32 3．4 86．3 8α6 82．2

注1：雇用保険の非加入対象である公務員，私立学校教職員，別定郵便局職員は除外して計算した。

資料：韓国統計庁「経済活動人口調査　勤労形態別付加調査」2013年8月

＜表7＞賃金労働者の雇用形態別，男女別企業内給付の未適用者の割合（2013年）
単位：％

退職金 ボーナス 時間外手当 有給休日／休暇

男性 女性 全体 男性 女性 全体 男性 女性 全体 男性 女性 全体

正規 137 25．4 18．2 130 219 16．4 368 49．5 41．6 22．5 34．3 2ZO
政
府 非正規 568 63．0 6α1 57．8 615 59．8 71．2 78．4 751 632 7α2 67．0

臨時 36．7 453 412 41．2 48．6 45．1 59．5 69．4 64．7 457 54．5 503

正規 0．8 α5 0．7 ao a8 a3 26．6 31．6 283 10．3 11．3 1α7

修 非正規 64．8 69．6 67．4 60．5 62．5 61β 77β 825 80．2 70．8 75．9 73．6

正
案 残余臨時 83．3 84．5 83．9 65．7 64．6 65．1 92．1 91．7 919 88．1 888 88．5

臨時 40．7 49．1 45．1 446 514 4＆2 62．0 714 669 49．4 578 538

共
通

非典型

　派遣

　請負

　特殊雇用

　家内労働

　日雇い

69．4

227

224

9＆5

66．5

99．8

7α8

342
23．5

978

895

998

70．1

29．6

22．8

98．0

877
99．8

71．0

274
36．3

89．0

75．5

959

69．6

40．3

37．3

8a3

929
97．3

7α4

352
36．8

852

915

963

829
50．9

642
99！7

93．3

94．4

860
59．2

69．0

100D

loOD

95．4

844

559
66．2

999

99．5

947

π8
36．2

46．8

967

68ゆ

998

796

449
50．3

9＆9

95．5

99．1

7＆7

414

4＆3

9＆1

933
99．6

時間制 929 85．7 877 888 8α3 827 935 go2 91．2 924 go4 go9

資料：韓国統計庁「経済活動人口調査　勤労形態別付加調査」2013年8月
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V．非典型非正規労働者の劣悪な労働環境

　　の特性

　では非典型非正規労働者の劣悪な労働環境は，

どのような部分で，どの程度正規労働者モデル

からかけ離れた特性があるのか。ここではそれを

間接雇用，特殊雇用，そして，相対的に高所得で

ある特殊雇用に属する請負型専門職自営業の三つ

の集団に対するフォーカス集団面接（FGI）によっ

て明らかにしたい。フリーランスの作家やウェブ

デザイナーなど，請負型自営業者の場合，自発的

に現在の仕事を選択した場合が多い。しかし労働

法と社会保障から排除されているという点では，

他の非正規労瀦と類似している・御多くの企

業が彼らを活用するにつれ，労働条件が悪化する

可能性があるという理由から，本研究で扱った。

＜表8＞に調査対象の詳細な特性がまとめられて

いる。フォーカス集団面接は，2013年5月に各集

団別に約3時間をかけて3度に渡って実施された。

20代から60代までの多様な年齢層が含まれてお

り，30，40代がもっとも多かった。低所得の特殊

雇用の男女比率は同一であったが，間接雇用およ

び請負型専門職自営業者の場合は，女性の参加者

が男性より少し多かった。

＜表8＞フォーカス集団面接（FGI）対象者の一般的な特性

事例 性別 年齢 業態／職務 個人所得（世帯所得） 学歴
　　婚姻
（子どもの数）

派遣など間接雇用労働者

間接雇用1 男 38歳 保安サービス業 150万ウォン（400万ウォン） 大卒以上 既婚（1人）

間接雇用2 男 38歳 配管施行業 300万ウォン（300万ウォン） 高卒 既婚（2人）

間接雇用3 男 31歳 プログラマー 180万ウォン（300－400万ウォン） 高卒 既婚（なし）

間接雇用4 女 27歳 事務職 130万ウォン（450万ウォン） 大卒以上 未婚

間接雇用5 女 28歳 事務職 150万ウォン（45α500万ウォン） 大卒以上 未婚

間接雇用6 女 32歳 製造業 160万ウォン（一） 大卒以上 未婚

間接雇用7 女 30歳 人事部（案内） 180万ウォン（60α650万ウォン） 大卒以上 既婚（なし）

間接雇用8 女 42歳 デパート販売職 150万ウォン（150万ウォン） 高卒 既婚（2人）

低所得の特殊雇用労働者

低所得特殊雇用1 女 30歳 訪問教師 170万ウォン（400万ウォン） 大卒以上 既婚（1人）

低所得特殊雇用2 男 46歳 宅配配達員 120万ウォン（350万ウォン） 大卒以上 既婚（2人）

低所得特殊雇用3 男 45歳 代行運転 180万ウォン（400万ウォン） 高卒 既婚（なし）

低所得特殊雇用4 男 42歳 その他（物流センター） 150万ウォン（150万ウォン） 大卒以上 既婚（1人）

低所得特殊雇用5 女 48歳 障がい者活動補助員 120万ウォン（400万ウォン） 大卒以上 既婚（2人）

低所得特殊雇用6 女 40歳 テレマーケッター 150万ウォン（150万ウォン） 大卒以上 未婚

低所得特殊雇用7 女 46歳 水質検査員 130万ウォン（400万ウォン） 大卒以上 既婚（1人）

低所得特殊雇用8 男 63歳 貨物運転手 130万ウォン（130万ウォン） 中卒以下 既婚（2人）

請負型専門職自営業者

請負型専門職1 男 28歳 放送作家 200万ウォン（200万ウォン） 大卒以上 未婚

請負型専門職2 女 38歳 翻訳 400万ウォン（400万ウォン） 大卒以上 未婚

請負型専門職3 女 32歳 ヘアーデザイナー 180万ウォン（700万ウォン） 大卒以上 既婚（1人）

請負型専門職4 女 31歳 作家，画家 400万ウォン（500－600万ウォン） 大卒以上 未婚

請負型専門職5 男 40歳 イラストレーター 150万ウォン（200－300万ウォン） 大卒以上 未婚

請負型専門職6 女 40歳 アニメーター 400万ウォン（800万ウォン） 大卒以上 既婚（1人）

請負型専門職7 女 45歳 靴デザイナー 200万ウォン（800万ウォン） 大卒以上 既婚（1人）
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1．雇用不安と差別的な低賃金

　非正規雇用自体が，雇用と生活の不安定性を前

提とした仕事である。非正規雇用に従事していて

も，人生のある時点で正規労働者への雇用形態の

転換が可能ならば，生涯周期ごとに起こる不安定

性を減らすことができる。しかし韓国の場合，と

くに非典型非正規労働者が正規労働者となる可能

性はほとんどないと言っても過言ではない。生活

が不安定であることを受け入れて開業した請負型

自営業者を含め，間接雇用労働者と特殊雇用は両

方とも，雇用の不安定性が生活と労働の不安定性

に繋がり苦痛を強いられている。

　間接雇用の中で，一般的な事務職として使用範

囲が拡大している派遣労働の場合，最大4年未満

の勤務が定着している。これは，延長された期間

を含め計2年を超過できないように定められてい

る「派遣労働者保護などに関する法律」第6条2項

と，そして，やはり2年を超えて雇用される，期

間の定めのない労働契約を締結した者とみなす

「期間制および短時間労働者保護などに関する法

律」第4条2項を便法的に活用して，雇用不安を悪

化させる企業が増加しているからである。この場

合，正規労働者への転換は不可能である（間接雇

用5）。間接雇用4も「正規労働者に転換させると

いう意図があって契約職を採用するよりは，契約

職を契約職として使うために採用したようだ」と

類似した意見を述べた。

　うちの会社賦最初の2年ぱ折遣で」察用乙，

2寧の契；約涛アとなればその会社の契約職と

乙で最大4年摺勧ぐことができます。でも会

社がレし企業だったので公募で採房されたの

でない，以±，どれだげ仕事ができでる正規労

勧者ノご4転rj藤きできるようなこと〆ま絶〉けノごあクえ

ません。私達がする折遣聯ぱ女催職買しかい

ないんです。この荻遣職ぱ事務職ですが　薯

務職と，正規労働者がしでいる仕事の内容や

労勧強度は似でいると想います。それに加え

て～　事務鷹貞「〆ま正規労働者カゴやらないお茶ぐ

みや事翻湯の貫い出乙などの使い走クをす

る職頁1だという認識を持っでいるようです。

だから，業務の強度を言うなら正規労勧者よ

ク6ラ少乙きついと言えると想います6閉接

雇房5ブ。

　これは，派遣労働者を一時的，間欠的な業務に

使用するという制度の趣旨とは全面的に異なる。

また，期間制法の趣旨を悪用し，1年未満の短期

契約と1か月以上の契約解除を行い，2年未満の契

約をした後には，絶対に再雇用しないというやり

方も日常化している。公共部門であるS市の上水

道事業本部で水質検査員として働いている特殊雇

用7は，このような事例を次のように説明する。

　ここ！ま2年勧ぐと解雇します。再就鷹の志

顔喝できないようにするのです。普遍ぱ10カ

ノヲ勧いで1～2カノヲ休んで　また面接を受けで

撫1されるのです。だからここに一齪を踏

みスれたら2年で！まなぐ，4カノヲを差乙グ／い

ノを2年泥グぱ勧けるように乙でぐノzますo　でる

その後拭再就職志綴さえ6絶対にできま

せん。るっと働きたぐて6できないんです。

6骸雇房z）

　このような雇用不安は，悪質な使用者と決別し

て，低賃金雇用から抜け出せないようにする重要

な原因となっている。なぜなら，しっかりとした

社会保障も受けられない状態のもとで，失業する

ことがもたらす否定的な結果が非常に深刻だから

である（Kierszty瓦2012）。まさにこのような理
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由で非正規労働者は，労働法上の基本的な保護を

受けることもできずに，差別的な処遇をうけると

いう危険にさらされている。不安定雇用の非正規

労働者の賃金水準が低いということは，すでによ

く知られているが，フォーカス集団面接により明

らかになった重要な事実は，彼らの場合，賃金水

準が単に不適切に低いのではなく，不当に差別的

であるということである。

　隔日で24時間勤務をしている間接雇用1の場合，

労働強度がかなり高いにも関わらず，本社社員と

の賃金格差が2倍以上もあるということを強調し

た。また夜勤をしても時間外手当を受け取ること

ができないことに対して，「これは詐欺だと思っ

ても，何も言えない」（間接雇用2）間接雇用労働

者の事情を悪用した扱いだと言える。特殊雇用

は，正式な雇用契約書を作成しないため，問題が

さらに深刻である。例えば，「1日当り7万ウォン

で，9日間働けば63万ウォンをくれると言われて，

実際はそれより少なく受け取ることもある。で

も，不満を訴えられるような状況ではない」（特

殊雇用4）。雇用が不安定なので，従わざるをえ

ず，それが搾取を引き起こしているという状況で

ある。

　このように賃金水準が低く，収入も不定期であ

る程非典型非正規労働者は大部分，四大保険の

保険料の支払いに対しても大きな負担を感じてい

る。収入が相対的に高い請負型自営業者も収入が

不定期であるため，国民年金をきちんと支払って

いる事例は，請負型専門職7たった一人に過ぎな

かった。以前，企業に雇用されて働いていたが辞

職し特殊雇用労働者として働いている場合は，多

くが国民年金の支払いを猶予している（特殊雇用

3，特殊雇用4）。したがって非正規労働者は，継

続して働いているにも関わらず，生計維持が常に

脅かされているのはもちろん，「結婚を考えるこ

とさえもできない。ただ家と会社を往復するだ

け」（間接雇用3）の不安な生活をしている。

2．労働過程の不確実性

　正規労働者であっても，労働過程に対する統制

力が異常に弱い場合もあり，それだけで，良好な

雇用基準とするのは難しい。それにも関わらず，

労働時間や作業日程を含めた労働過程自体が不確

実であるために発生する状況に対し，労働者が介

入したり異議を申し立てることは難しいという事

実は，深刻な労働権の侵害に繋がる雇用の重大な

欠陥である。

　「秘書の仕事をすると思っていたのに，総務課

で事務職業務をしながら，正規労働者の仕事が多

い時にはその仕事までする場合」（間接雇用5）の

ように，間接雇用労働者の多くは契約当時の業務

内容とは異なる多様な仕事を追加されても，それ

に対して問題提起をすることもできず，従わざる

をえない状況に直面することがある。下記の間

接雇用7の事例は，採用時の仕事に他の業務が追

加された場合，正規労働者と異なる差別的な処遇

に対する不満がさらに高まることをよく示してい

る。

　私ぱ契約概で　非正規労働者と乙で棚さ

、れるということに合意乙でこの会社に来たん

です。私を棚1する基準，マニュアルがある

からその仕事をすればいいと想ったから来た

のです。だから正規労勧者との差現1を感じで

る，それをわかっで来たのだと想っでいま乙

た。」劉万碍…に言われた仕事の指示だけならい

いのですが　会社が必要な碍…にはrおまえぱ

うちの社頁だろう。一緒κ勧いでるのだか

ら，うちの会社に従えノと言ラ。何か勉の手

当などを受げ取るべき碍iにぱπおまえぱ荻遣
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会社の所属だから，派遣会社に徒えノと言

ラ。＃い言棄で言いよって都合が悪いと吐

き捨でるような方法で差5Z1されることが藻ク

返されるから…元の契約どおクの仕事だけ

をするなら，この紛揮でるいいと想っでいた

のに…　私の仕事ぱAだと想っでいるのに，

対伽を支払いるしないでβCOの仕事を

何度るさせられる。これに不涛がつのっで我

優できないんです燗接「雇菊ilz）

　低所得の特殊雇用労働者には，労働時間と作業

日程が硬直的であると同時に，予測ができないと

いう二つの相反する問題が共存している。特殊雇

用労働者の場合，「固定収入がないのが一番きつ

い」（特殊雇用3）うえに，「日当で，その日に給

料を受け取ることもあり，3週間働いて1週間後

にまとめて受け取ることもある」（特殊雇用4）な

ど，賃金の支払い自体が不定期である。以前は，

直接雇用の臨時職や派遣業務であったテレマー

ケッターは，出来高制の特殊雇用労働者へと急速

に変化した。この場合，給与はアルバイトと同じ

ように日当で受け取るため，体調を崩して欠勤す

れば，その日一日分の給与を受け取ることはでき

ない（特殊雇用6）。また検査員のような仕事の場

合，特殊雇用労働者の個人的な事情はもちろん，

天気などの予測不可能な問題が起きても，次の日

や2日後までに必ず終えなければならない。これ

も労働条件の硬直性をよく示しているケースであ

る（特殊雇用7）。

　私ぱ一∠ヲに30世勇ヂを回らなけノzぱならない

ノルマがあクますoこの数をこなさなげれば

なクません。それができないと給稗からグ1か

れて一週屑1に祝左ゐがあればその分6グ／かれ

ます。勧ぐヨ数でノヲ欝が喫rわるのです6特殊

雇房7♪。

　このように硬直的な作業量に合わせなければな

らない一方で，顧客が望む時間に合わせて自分の

時間を調整しなければならない場合もある。既婚

者であり，2人の子どもを育てている特殊雇用5

は，障がい者の活動補助員の資格を取得し，福祉

施設で働いている。育児責任のある女性であるほ

ど，時間を柔軟に活用することを望んでいるにも

関わらず，顧客である障がい児の時間や保護者の

要請によって，自分自身の労働時間はむしろ予測

不可能であるという希望とは正反対の状況に直面

している。

　障がい者の滋動鋤拭子どるを預げでそ

の摺に仕事ができるから主娚にぱ勧きやすい

と想いましノを。でる，私が体調をノ萌1したク，

家の事情で仕事に出ちれないような場合を理

解しで6ちえないんです。障がいノ9の親ぽ

子どるの治療をるのすごぐ重要だと考えでい

るため，仕箏の約菊を必ず守らなければなク

まゼ」ん。まノを子ど｛6力齪κ行ぐ、から身7かち

伺行しでぼ乙いというような，念な仕事6ス

クますoぞ・んな時ゐち　私る働ぐことガ冠辛ぐな

クます‘得殊雇用翻。

　しかしこのような不確実性がもっとも大きな影

響を与えるのは，予期せぬ事故の危険とそれに対

する保護がないことである。特殊雇用5の場合，

責任の所在が不明確であるため，常に不安と緊張

の中で働く仕事になっている。

　子ど6を連れで移動する仕事ですが体が

不身βi1な子るいます。その子が箏政を起こす

こと6あクます。でる事政が）起きた碍…に拠
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する方法がないのです。物を壊すことるある

乙，径我をすることるあクます。それを私が

屠償することぱできません。車を運転乙でい

る碍…に一番傷いの賦自溺症の子が何をする

かわからないということです。かなク福経を

使います。できるだげ子ど6を連れで長距離

の移動ぱ乙ないように・6・がげでいます6辮

雇用翻。

　特殊雇用4のように，場所を変えながら物品を

運ぶ仕事をする場合も，常に事故の危険にされさ

れている。しかし，自営業者とみなされるため，

それにともなう労働災害保険の保護を受けること

を全く期待できない。これは，類似した他の特殊

雇用労働者全てに共通する問題である。

　私たちのような労働者にとっでるっとる大

きな闘題ぱ，だ1分身身が径我をすることで

す。とぐに伺業者の中で　高齢の入や長ぐ働

いでいる入をみると，径i琵を乙たことがない

入はいません。想っでいる以±に径我が多い

のです。でる骨折をしでるフシディン3）を

塗っで終わクなのです。労勧災害深贋や責任

をとっでぐれる，所がないからです。呼び溜さ

れたら鋤かなければならない。私たちの一番

の顔いぱ，どうか径我だけぱしないようにと

いうことです。肉体労働が必要とされる業種

ぱ，会社κ労働災害保贋の勿スを菱務づけな

いなら，国がある程度の補助を乙なげればな

ちないのでぱないでしょうか。なぜ凌ら，径

我）が本当に多いですから碍殊雇用4ブ。

3．使用者による危険負担の転嫁

　これまで見てきたように，非正規労働者は，雇

用不安と差別的な低賃金を被りながら，不確実で

事故の危険に無防備にさらされる生活を余儀なく

されている。これは使用者が企業が負うべき責任

と危険を間接雇用と特殊雇用によって，より容易

に労働者に転嫁するようになったからである。

　もっとも代表的な事例は，フォーカス集団面接

に参加した間接雇用労働者の場合である。顧客と

の間に問題が生じた際には，全て労働者にその責

任を負わせるというシステムの不当性を訴える者

が多かった（間接雇用2）。とくに流通業では，多

様な非正規雇用形態を活用している。流通業であ

るデパートで働く間接雇用労働者の場合，正規労

働者とは異なり，超過勤務をしても何の配慮もな

く，手当を受け取ることもできない。さらに顧客

との間に問題が生じると，その責任を全て自らが

負わなければならないという状況におかれてい

る。この場合，時にデパート側は，入店業者から

派遣された職員に対し，実質的な解雇と同じ業務

交代を要求することもある。間接雇用8は，これ

に対し基本的な雇用義務もなく「まるで場所を貸

してやるから，おまえたちはここで懸命に売れ」

と言われているようなレベルの待遇だと表現し

た。

　最近ぱデパーみて℃5纈客涛定ク評緬る

するんです。そのスみレヌは本当に大きいで

す。万が一，σ5が低ぐ評緬されれば後で

あの願を変えでぐれと言われることるあク

ますから。6貯接顧8♪

　特殊雇用労働者の場合には，間接雇用労働者が

経験する顧客中心の管理問題がさらに重複した形

で現れる。宅配の場合，配達業務に関する苦情が

出れば，その問題の経緯を確認することもなく，

3）炎症や傷の治療に用いる塗り薬
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直ちに5万ウォンが給料から引かれる（特殊雇用

2）。配達業務をするための携帯電話利用費など，

働くために必要な費用は全て特殊雇用労働者の自

己負担である。宅配配達員である特殊雇用2は，

「45kgにもなる荷物を配達しても1件当たりの配

達料900ウォンしか受け取れないのに」，体調が悪

くて働けない時に代替要員として頼む特殊雇用労

働者には，1件当たり1，500ウォンを支払って配

達に出てもらう。差額の600ウォンは自己負担で

支払わなければならない。

　代行運転をしている特殊雇用3の事例は，代理

運転手と顧客を電話で仲介する会社が，金銭上の

危険負担をすべて特殊雇用労働者に転嫁している

事例を語った。代理運転手は3万ウォンの手数料

を事前に支払って業務をおこなう。

　私ぱ事業に矢販』乙でデC理運転をするよう

〃こなクま乙〆1ごoでも，君ぞって一レこノこr以＿左4こ大変

な仕薯て軍すo～碁本オ呼金ガゴ安ぐなって～　最想…伽

替が1万ウォンです。1万ウォンの20％を会社

が受け功～ク，私が8α20ウォンを受け坂クま

す。事前に一ヨ3万ウォンを支払ラので3

万ウォン分ぱ最低勧きます。3万ウォンの手

数稗ぱ前払いなので会社ぱ彪ガに」賀しない

のです。後払いできないように，」宏に手数料

を払わせでいるからです6薙殊雇用砂。

　代理運転手の場合，運転する前からあったキズ

にクレームを言う客がいても，客の話だけを聞い

て自己負担金15万ウォンを支払わなければならな

い。「‘こなのに，酒を飲めば‘甲’になる」客

に対し何の保障も安全対策もなく，全て一人で対

処しなければならない。そんな感情労働によるス

トレスもかなり大きい（特殊雇用3）。

　ゲe理運転業ぱ，趨寿架俊にぱ勿スできず運

転手深贋だけ勿スできます。乙か乙それをま

た、悪ノ万する客るいるんです。プe理運転をよぐ

垢朔する江葡地域の客たちぱ，車の修理が必

要な畔にκ理運転を頼んで修理に出すんで

す。車に潤題があることを知ちずに運転する

と少乙擦ることるあるじゃないですか。私ぱ

それとぱ≦会ぐ渓ア孫なぐ．料金を受け坂つで帰ク

ますが次のヨ会社から電話がぐるんです。

事政を起こ乙たという客の言棄だけを傷じで

いるのです。私が箏政゜ぱ起こしでないと言っ

でも，客がぞう言つでいるんだから仕方ない

と。架贋で処理ができればいいのですが・・

それでる私拭　身己負担金の15万ウオンを支

払わなげればなクません。生きるのぱ辛いで

す傷殊雇用3ブ．

　請負型自営業者の場合でも，‘評判’が非常に

重要であり，不当な要求に不満を言うこともで

きない場合が多い。「一度検討してみようと言わ

れて翻訳したが，その後は何の連絡もなく。調べ

てみるとすでにそれを使用しているという詐欺」

（請負型専門職2）がおこなわれている。多くは

「契約書を交わすことがほとんどないために生じ

る，仕様のない詐欺」（請負型専門職5）だと諦め

ている。請負型自営業者が告訴をすることができ

ないという点を悪用する事業主が多いことがわか

る。請負型専門職の労働過程は，相対的に自由で

あるという点では，間接雇用労働者や低所得の特

殊雇用労働者よりは条件がいい。しかし，この場

合でも，プロジェクトを請負う期間は出社する義

務を課せられていたり（請負型専門職6），当該期

間は会社で他の社員と共に働くなど（請負型専門

職2），労働過程に対する会社の介入が相当見られ

る。また彼らは所属してないという理由による追
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加的な困難を抱えている。「無職者のような扱い

を受ける時仕事をしていても会社員ではないこ

と，職業訓練のための費用と努力の全てを自分で

負担しなければならない問題在職証明証をもら

えないことなど。韓国では稼ぎは少なくても，ど

こかに所属している方が楽だ」（請負型専門職2）

のである。

　仕事をしでいるのに会社買でぱないので

す。在職証明証をるらラことができないの

で　深便勿スな難しいo御入所得ノまあるが

無概と伺じ扱いになるから。韓国でぱ檬ぎが

少なぐで6，どこかに所属乙でいる方が漿な

のでぱないかと想いますζ諺負型孕門職i2／。

　ある非正規労働者はこのような状況に対して，

自分が周辺的業務に従事しているから，労働者と

しての権利と保護を受けることができないと理解

していた（間接雇用7）。「楽してやろう」と制度

を悪用する使用者によって，非正規労働者がこれ

以上「面倒くさい」荷物のような扱いを受けない

ためには，いったいどのような雇用パラダイムの

変化が必要なのか。

　私たちる家の掃除をするのが厨倒ぐさいな

ら清掃サーどスに任せるでしょラ。会社6そ

うなのです。社頁を概1するために面接をす

ること拭神1経6使ラ乙碍…屑1を渡費するるの

なのです。やるべき仕事があるのに，全でが

面剣ぐさいから。．お金カゴ伺じようにかかるな

ら，1万ウォンを受げ坂っでる，2万ウォン

でる3万ウォンでる，お金を払いさえすれば

サーどスを受けられ．る…　だ1から会社！読　実

際にお金を受け坂る入の立場を全ぐ孝慮しで

いないのです。身分達がi楽にできるからと誇

貨や外注に任せで乙まラのですθ輩接雇房

7）。

V．結論および政策的対案

　これまで韓国の非正規労働者の労働実態と保護

水準を明らかにした。現在の韓国政府による労働

統計は，非正規労働者の正確な規模と実態を把握

する障害となっている。政府統計では，従業上の

地位では臨時職や日雇い雇用に属していても，こ

れまで正規労働者に分類されてきた残余臨時職と

一部追加された臨時職は約14％である。これらを

政府統計から除外すると，正規労働者の割合は

674％から53．3％に減少する。残余臨時職や臨時

職は，労働者の人口社会学的な属性，賃金と労働

条件，社会保障レベルなど全ての面において，非

正規労働者の平均を下回るという特性を持ってい

る。今後，非正規労働者の研究は，彼らを含めて

進められなければならない。

　また少しではあるが，非正規労働者全体の割合

は減少する傾向がみられる。しかし，非正規労働

者の中でも，より悪条件で働く派遣や請負労働者

の割合が増えている。彼らと特殊雇用労働者は雇

用不安と低賃金，仕事内容の不確実性，そして使

用者の責任回避と危険の転嫁によって，労働者と

して適切な保護を受けることができていない。彼

らに対する福祉的対案は，大きく二つに分けて示

すことができる。

　第一は，職務によるストレスと責任が全て彼ら

非正規労働者に負わされていることは，特殊雇用

など労働者性がきちんと認定されていない雇用形

態に従事しているためである。彼らの労働者性を

部分的に認め，労働災害と関連した制度的保護に

包括しようという意見である（クォン・スンシク，

2008）。現在，政界に提案されている労働者のカ

テゴリー拡大，派遣や請負労働者に対する労働三
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権の保障，直接雇用の義務化，使用事由の規制な

ども，このような議論の拡大によって理解するこ

とができる。過渡期的な状況において，かなり意

味のある提案ではある。しかしこの提案では，災

害など特殊で緊急な状況ではなく，不安定雇用の

非正規労働者が常に直面している低賃金と差別，

労働過程での問題や老後の保障など，その他の問

題に対する根本的な解決が難しいという限界があ

る。

　第二は，主に海外の学者たちにより提示されて

いる「新しい社会契約」（Kalleberg　2012），また

は「雇用を超えた」（supioし2001；vosko，2011）

普遍的な福祉モデルとしてのパラダイム転換であ

る。新しい社会契約とは，不安定な雇用労働者に

経済的な安定だけではなく，集団の代表権と交渉

力を提供する。また一生涯良い仕事を得ることが

できるように訓練を受ける権利を与えようという

立場である。雇用を超えたモデルとは，労働市場

の地位とは関係なく，生まれてから死ぬまで持続

的な保護を提供しなければならないという主張で

ある。このモデルでは，フォーディズム時代の正

規労働者の地位は，これ以上意味を持たない。全

ての労働者がライフサイクルのある時点で有給労

働時間を減らすとしても，または育児労働をする

にしても，適切な社会的保護と賃金水準を維持す

ることができる。労働市場への参与有無より，雇

用形態に関係なく全ライフサイクルにわたり基本

所得のような経済的な安定が提供されなければな

らないという点において，この二つの意見は一致

している。

　もちろん第一の対案さえも正確に施行すること

が難しい状況において，第二の対案はかなりユー

トピア的なものである。具体的な政策パラダイム

として定着するまでは，かなり多くの努力と試行

錯誤が必要とされる。しかしながら，不安定雇用

の非正規労働者が経験しているこの現実は，これ

らのより変革的なパラダイム転換を必要としてい

る。フリードマン（Friedman，1982：ix）は，新

自由主義が広く認識されていなかった時代に，そ

れに対する批判を述べながら「対案的政策を絶え

ず発展させ，一政治的に不可能なことが政治的に

不可避なものとなる時一すぐに使用できるように

しなければならない」と述べている。不可能なも

ののように見られていた新自由主義は，今や，不

可避な全世界的趨勢となった。新自由主義の時代

で不可能なことが現実世界で根を張ることができ

るようにするためには，進歩勢力の努力が過去ど

の時点よりも必要な時期となっているようだ。
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